
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
に
お
け
る
権
利
の
瑕
疵

田

中

宏

治

一

序

文

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
と
は
、
国
際
物
品
売
買
契
約
に
関
す
る
国
際

連
合
条
約
（
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
ウ
ィ
ー
ン
で
採
択
、
昭
和
六

三
（
一
九
八
八
）
年
発
効
）
で
あ
り
、
異
な
る
社
会
的
、
経
済
的
お

よ
び
法
的
な
制
度
を
考
慮
し
た
国
際
物
品
売
買
契
約
を
規
律
す
る
統

一
的
準
則
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
に

国
会
で
承
認
さ
れ
、
そ
の
翌
年
に
発
効
し
て
い
る
。

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
民
法
と
同
様
、
売

買
目
的
物
が
契
約
に
適
合
し
な
い
（
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
）
と
き

の
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
（
瑕
疵
担
保
責
任
）
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
は
、
物
の
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
と
権

利
の
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
後
者
は
、

実
務
上
問
題
と
な
る
こ
と
が
少
な

⑴く
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な

⑵い
。

本
稿
は
、
そ
の
問
題
に
関
す
る
条
約
の
三
箇
条
の
規
定
を
簡
潔
に
解

説
し
、
若
干
の
裁
判
例
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
条
文
の
順
序
ど
お
り
に
第
四
一
条
か
ら
第
四
三
条
ま

で
解
説
を
施
そ
う
（
二
・
三
・
四
）。
な
お
、
以
下
で
引
用
す
る
条
文

は
、
断
り
の
な
い
限
り
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
の
も
の
で
あ
る
。

一

序
文

二

第
四
一
条

三

第
四
二
条

四

第
四
三
条

研
究
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二

第
四
一
条

１

概
説

⑴

意
義

本
条
は
、
権
利
の
瑕
疵
に
関
す
る
一
般
規
定
で
あ
る
。

第
四
一
条
【
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
】

売
主
は
、
買
主
が
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
物
品
を
受
領
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ

の
よ
う
な
権
利
又
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
物
品
を
引
き

渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
権
利
又
は
請
求
が
工

業
所
有
権
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
売
主
の
義
務
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

⑵

趣
旨

第
四
一
条
か
ら
第
四
三
条
ま
で
の
三
か
条
は
、
権
利
の
瑕
疵
に
関

す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
第
四
一
条
が
権
利
の
瑕
疵
に
関
す

る
一
般
的
な
規
定
で
あ
り
、
第
四
二
条
は
、
知�

的�

財�

産�

権�

に
基
づ
く

権
利
の
瑕
疵
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
第
四
三
条
は
、
第
四
一
条
お

よ
び
第
四
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
要
件
と
し
て
の
不
適
合
（
瑕

疵
）
の
通
知
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

２

権
利
の
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）

⑴

物
の
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
と
の
区
別

売
主
は
、
契
約
に
定
め
る
数
量
、
品
質
お
よ
び
種
類
に
適
合
し
、

か
つ
、
契
約
に
定
め
る
方
法
で
収
納
さ
れ
、
ま
た
は
包
装
さ
れ
た
物

品
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
五
条
一
項
）。
し
か
も
、

売
主
は
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
物

品
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
四
一
条
本
文
）。
従
来
、
わ

が
国
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
瑕
疵
」
と
い
う
用
語
を
使
え
ば
、
売
主

は
、
物
の
瑕
疵
（
第
三
五
条
）
だ
け
で
な
く
、
権
利
の
瑕
疵
（
第
四

一
条
）
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
物
の
瑕
疵
と
権
利
の
瑕
疵
と
の
区
別
の
分
水
嶺

は
、
第�

三�

者�

が
登
場
す
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
第
三
者
の
権
利
が

存
在
し
ま
た
は
第
三
者
が
請
求
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
瑕
疵

が
、
権
利
の
瑕
疵
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
瑕
疵
が
物
の
瑕
疵
で
あ
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
平
成
三
〇
年
改
正
民
法
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
用
語
で
は
、
物
の
契
約
不
適
合
お
よ
び
権
利
の
契
約

不
適
合
、
と
言
う
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
契
約
不
適
合

と
瑕
疵
と
い
う
語
を
区
別
せ
ず
に
用
い
て
い

⑶る
。

⑵

第
四
二
条
と
の
関
係

第
四
一
条
の
本
文
お
よ
び
但
書
を
合
わ
せ
読
め
ば
、
売
主
は
、
知

的
財
産
権
に
基�

づ�

か�

な�

い�

権
利
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
第
四
一
条
の

責
任
を
負
い
、
知
的
財
産
権
に
基�

づ�

く�

権
利
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
第

四
二
条
の
責
任
を
負
う
、
と
解
釈
さ
れ
る
（
↓
３
）。
な
お
、
第
四

一
条
と
第
四
二
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
特
別
法
は

一
般
法
を
破
る
」
も
の
と
し
て
の
一�

般�

規�

定�

と
特�

別�

規�

定�

と
の
関
係
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で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
四
一
条
但
書
が
、
す
で
に
、
第
四
一

条
の
適
用
領
域
を
、
第
四
二
条
の
そ
れ
と
は
区
別
し
て
い
て
、
両
者

は
矛
盾
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑶

第
三
者
の
権
利

第
三
者
の
権
利
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
権
利
が
含
ま
れ
、
債
権
・

物
権
な
ど
の
種
類
を
問
わ
な
い
。
通
常
は
、
物
権
が
問
題
と
な
る
が
、

買
主
に
対
す
る
効
力
が
存
す
る
限
り
、
債
権
で
あ
っ
て
も
よ

⑷い
。
典

型
は
、
所
有
権
で
あ
り
、
第
三
者
の
所
有
物
が
売
却
さ
れ
た
と
き
が
、

そ
の
場
合
に
あ
た
る
。

目
的
物
に
対
す
る
法
律
上
の
制
限
は
、
権
利
の
契
約
不
適
合
で
は

な
く
、
物
の
契
約
不
適
合
で
あ
る
。
わ
が
国
の
民
法
で
は
、
法
律
上

の
制
限
は
、
物
の
契
約
不
適
合
と
解
す
る
け
れ
ど
も
（

⑸

判
例
）、
民

法
五
六
八
条
四
項
の
規
定
の
適
用
を
回
避
し
て
競
売
に
お
け
る
担
保

責
任
（
同
条
一
項
）
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
権
利
の
契
約
不
適
合
と

解
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
こ
と
に
も
、
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ

⑹る
。

⑷

第
三
者
の
請
求

第
三
者
の
請
求
と
は
、
第
三
者
の
権
利
に
基
づ
く
正
当
な
請
求
だ

け
で
は
な
く
、
権
利
に
基
づ
か
な
い
（
無
権
利
の
）
請
求
も
含

⑺む
。

ま
た
、
そ
の
請
求
は
、
裁
判
上
の
請
求
だ
け
で
は
な
く
、
裁
判
外
の

請
求
も
含

⑻む
。

文
理
上
は
、
右
の
よ
う
に
、
無
権
利
者
か
ら
の
請
求
も
本
条
の
請

求
に
含
ま
れ
る
、
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
明�

ら�

か�

な�

無

権
利
者
か
ら
の
請
求
は
、
本
条
の
請
求
に
は
あ
た
ら
な
い
、
と
「
請

求
」
を
「
明
ら
か
に
無
権
利
者
で
は
な
い
者
の
請
求
」
と
縮
小
し
て

（
売
主
に
有
利
に
）
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
学
説
上
の

争
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
と
し
て
は
、
縮
小
解
釈
を
肯
定
し

た
も
の
は
存
在
せ
ず
、
次
の
判
決
に
お
い
て
も
、
未
解
決
の
ま
ま

残
っ
て
い

⑼る
。

四
一
―
一

ド
イ
ツ：

連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
二
〇
〇
六

年
一
月
一

⑽

一
日

買
主
Ｘ
（
オ
ラ
ン
ダ
）
が
売
主
Ｙ
（
ド
イ
ツ
）
か
ら
中
古
車
を

三
万
九
〇
〇
〇
マ
ル
ク
で
購
入
し
た
。
中
古
車
は
、
ド
イ
ツ
の
車

検
証
と
と
も
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
中
古
車
が
Ｘ
の
下
に
あ
っ
た
と

こ
ろ
、
パ
リ
か
ら
の
盗
品
で
あ
る
と
の
疑
い
で
警
察
に
押
収
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
保
険
代
位
に
よ
っ
て
中
古
車
の
所
有
権
を
取
得
し

た
と
主
張
す
る
保
険
会
社
Ａ
が
、
中
古
車
の
返
還
を
請
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
は
即
時
取
得
を
主
張
し
た
。
こ
の
Ａ
Ｘ
間
の

訴
訟
が
オ
ラ
ン
ダ
で
係
属
中
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
、

売
買
代
金
の
返
還
と
、
中
古
車
の
受
取
り
・
整
備
・
塗
装
の
費
用

の
償
還
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
請
求
は
、
第
一
審
で
は
認

容
さ
れ
た
も
の
の
、
控
訴
審
で
は
逆
に
棄
却
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す

る
上
告
も
棄
却
さ
れ
た
。

判
決
に
お
い
て
、
一
般
論
と
し
て
、「
全
く
の
無
権
利
者
の
請

求
に
も
本
条
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
は
争
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
判
断
を
要
し
な
い
」
と
さ
れ
た
。
な

ウィーン売買条約における権利の瑕疵
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ぜ
な
ら
ば
、
本
件
で
は
、「
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
を
知
り
、

又
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期
間
内
に
、
売
主
に

対
し
て
そ
の
よ
う
な
権
利
又
は
請
求
の
性
質
を
特
定
し
た
通
知
」

（
第
四
三
条
一
項
）
を
Ｘ
が
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
（
本
件
で
は

通
知
は
、
警
察
の
押
収
を
知
っ
た
時
か
ら
二
箇
月
以
上
、
Ａ
の
請

求
を
知
っ
た
時
か
ら
約
七
箇
月
経
過
し
て
い
た
）、
Ｘ
は
権
利
を

失
っ
た
、
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

四
一
―
二

オ
ー
ス
ト
リ
ア：

最
高
裁
判
所
（
Ｏ
Ｇ
Ｈ
）
一
九
九

六
年
二
月

⑾

六
日

買
主
Ｘ
（
ド
イ
ツ
）
が
売
主
Ｙ
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
に
三
〇
〇

〇
ト
ン
の
プ
ロ
パ
ン
を
ト
ン
当
た
り
三
七
六
米
ド
ル
で
注
文
し
た
。

Ｘ
は
同
日
、
Ａ
（
オ
ラ
ン
ダ
）
に
対
し
て
そ
の
プ
ロ
パ
ン
を
転
売

し
た
。
Ｘ
は
、
複
数
回
に
わ
た
っ
て
履
行
の
た
め
の
期
間
を
定
め

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
が
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

Ｘ
は
、
Ｘ
Ａ
の
転
売
契
約
を
履
行
期
に
履
行
で
き
ず
、
ト
ン
当
た

り
五
ド
ル
、
一
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
（
一
六
万
八
〇
〇
〇
オ
ー
ス
ト

リ
ア
シ
リ
ン
グ
）
の
損
害
を
被
っ
た
、
と
主
張
し
、
同
額
の
賠
償

金
支
払
を
請
求
し
た
。
請
求
は
、
審
級
を
通
じ
て
認
容
さ
れ
た
。

判
決
は
傍�

論�

と
し
て
、
本
条
を
挙
げ
つ
つ
、
特
約
の
な
い
か
ぎ

り
、
売
主
は
、
買
主
の
転
売
が
第
三
者
か
ら
制
限
さ
れ
な
い
物
を

引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
売
主
の
前
主
が
、
買
主
の
転
売
に

つ
い
て
な
ん
ら
か
の
制
限
を
留
保
す
る
（
請
求
す
る
）
と
き
は
、

権
利
の
契
約
不
適
合
が
存
在
す
る
、
と
判
示
し
た
。

⑸

基
準
時

瑕
疵
の
存
在
の
基
準
時
は
、
原
則
と
し
て
、
引
渡
時
で
あ
る
。
契

約
締
結
時
で
は
な

⑿い
。
つ
ま
り
、
売
主
は
、
引
渡
時
に
存
す
る
権
利

の
契
約
不
適
合
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
も
っ
と
も
、
第
三
者
が
請

求
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
の
契
約
不
適
合
が
生
じ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
請
求
を
理
由
づ
け
る
事
情
だ
け
が
引
渡
時�

に
存
在

し
て
い
れ
ば
よ
く
、
請
求
自
体
は
引
渡
後�

で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
通
常
で
あ

⒀る
。

３

知
的
財
産
権
に
基
づ
く
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求

第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
が
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
と
き
に
つ

い
て
は
、
第
四
二
条
を
参
照
（
↓
三
）。

４

免
責

買
主
が
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
品

を
受
領
す
る
こ
と
に
同�

意�

し
た
場
合
に
は
、
売
主
は
免
責
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
物
品
が
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
買
主
の
悪�

意�

ま
た
は
重�

過�

失�

が
あ
る
だ
け
で

は
、
売
主
は
免
責
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
反
対
解
釈
に
よ
っ
て

導
か
れ

⒁る
。
こ
の
点
で
、
物
の
瑕
疵
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
要

す
る
（
第
三
五
条
三
項

⒂

参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
売
主
が
免
責
を
主
張

す
る
と
き
は
、
権
利
の
契
約
不
適
合
の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
物
品
を

受
領
す
る
こ
と
を
欲
し
た
、
と
い
う
買
主
の
同�

意�

を
売
主
が
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

⒃い
。
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た
と
え
ば
、
売
主
が
、
瑕
疵
の
存
在
を
伝
え
、
そ
の
除
去
を
申
し

出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
が
な
ん
ら
の
留
保
な
く
物
品
を
受
領

し
た
と
き
は
、
買
主
は
同
意
し
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ

⒄う
。
も
っ
と
も
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
は
同
意
の
認
定
に
は
慎
重

を
期
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
売
主
の
免
責
に
関
す
る
事
前
の
合
意
の
有
効
性
は
、
準
拠

法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
（
第
四
条
⒜
）。

ま
た
、
買
主
が
合
理
的
な
期
間
内
の
瑕
疵
の
通
知
を
怠
る
と
き
は
、

売
主
は
免
責
さ
れ
る
（
第
四
三
条
一
項
）（
↓
四
）。

５

効
果

買
主
は
、
売
主
が
本
条
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、

第
四
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
第
四
六
条
か
ら
第
五
二
条
ま
で
に
規

定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
、
お
よ
び
第
七
四
条
か
ら
第
七
七
条

ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
権
利
の
瑕
疵
が
重
大
な
契
約
違
反
と
な
る
場
合
に
限
ら
れ
る

（
第
四
九
条
一
項
⒜
）。

損
害
賠
償
の
範
囲
に
は
、
第
三
者
の
権
利
を
失
わ
せ
る
費
用
、
第

三
者
の
請
求
を
や
め
さ
せ
る
費
用
、
第
三
者
に
対
す
る
法
的
防
御
の

費
用
、
物
品
の
使
用
不
能
に
よ
る
損
害
、
物
品
の
減
価
、
等
が
含
ま

れ
⒅る

。
本
条
約
の
「
第
二
節

物
品
の
適
合
性
及
び
第
三
者
の
権
利
又
は

請
求
」
と
い
う
用
語
が
示
す
と
お
り
、
物
品
の
適
合
性
と
第
三
者
の

権
利
又
は
請
求
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
四
六
条
二

項
・
三
項
の
規
定
の
適
用
は
な
い
の
で
、
第
四
六
条
一
項
の
規
定
を

根
拠
に
、
代
替
品
の
引
渡
し
、
ま
た
は
物
品
の
修
補
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
じ
理
由
で
、
第
五
〇
条
の
規
定
の
適
用
も
な
い
。

６

証
明
責
任

第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
に
つ
い
て
は
、
買
主
が
証
明
責
任
を

負
い
、
買
主
の
同
意
ま
た
は
権
利
の
瑕
疵
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
売
主
が
証
明
責
任
を
負

⒆う
。
買
主
が
損
害
賠
償
を
請
求
す

る
場
合
に
は
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
買
主
が
証
明
責
任
を
負

⒇う
。

三

第
四
二
条

１

概
説

⑴

意
義

本
条
は
、
権
利
の
瑕
疵
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
の
第
四
一
条
と

は
異
な
り
、
権
利
の
瑕
疵
が
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
と
き
に
限
っ
て

適
用
さ
れ
る
特
別
な
規
定
で
あ
り
、
第
四
一
条
の
規
定
よ
り
も
売
主

の
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

第
四
二
条
【
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
】

⑴
売
主
は
、
自
己
が
契
約
の
締
結
時
に
知
り
、
又
は
知
ら
な
い
こ

と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
工
業
所
有
権
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
に
基

づ
く
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
物
品
を

ウィーン売買条約における権利の瑕疵
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引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
権
利
又

は
請
求
が
、
次
の
国
の
法
の
下
で
の
工
業
所
有
権
そ
の
他
の
知
的

財
産
権
に
基
づ
く
場
合
に
限
る
。

⒜
あ
る
国
に
お
い
て
物
品
が
転
売
さ
れ
、
又
は
他
の
方
法
に

よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
当
事
者
双
方
が
契
約
の
締
結
時
に
想

定
し
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
国
の
法

⒝
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
買
主
が
営
業
所
を
有
す
る
国
の
法

⑵
売
主
は
、
次
の
場
合
に
は
、
⑴
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
を
負
わ

な
い
。

⒜
買
主
が
契
約
の
締
結
時
に
⑴
に
規
定
す
る
権
利
又
は
請
求
を

知
り
、
又
は
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
場
合

⒝
⑴
に
規
定
す
る
権
利
又
は
請
求
が
、
買
主
の
提
供
し
た
技
術

的
図
面
、
設
計
、
製
法
そ
の
他
の
指
定
に
売
主
が
従
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
た
場
合

⑵

趣
旨

第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
が
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
と
き
は
、

物
品
が
使
用
さ
れ
る
国
（
売
主
か
ら
見
る
と
外
国
で
あ
る
こ
と
が
通
常

で
あ
る
）
の
法
制
度
に
依
拠
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
国
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の

い
ず
れ
か
に
基
づ
く
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
す�

べ�

て�

の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
物
品
を
引
き
渡
す
こ
と
を
、
売
主
に
期
待
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
し
か
に
、
売
主
は
、
知
的
財
産
権

に
基
づ
く
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
物

品
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
当
事
者

双
方
が
契
約
の
締
結
時
に
物
品
の
転
売
や
使
用
を
想
定
し
て
い
た
国�

か
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
買
主
が
営
業
所
を
有
す
る
国�

の
法
の
下

で
の
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

売
主
が
、
契
約
の
締
結
時
に
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
に
つ
い

て
悪�

意�

ま�

た�

は�

知�

ら�

な�

い�

は�

ず�

は�

あ�

り�

得�

な�

か�

っ�

た�

場
合
に
限
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
の
責
任
は
、
基�

準�

国�

と
悪�

意�

ま�

た�

は�

重�

過�

失�

の
二
点
に
つ
い
て
、
軽
減
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

21る
。

２

要
件

⑴

工
業
所
有
権
そ
の
他
の
知
的
財
産
権

産
業
、
学
術
、
文
芸
ま
た
は
美
術
の
分
野
に
お
け
る
知
的
活
動
か

ら
生
ず
る
す
べ
て
の
権
利
が
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
工
業
所
有
権
も

知
的
財
産
権
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本
条
一
項
は
明

示
し
て
確
認
し
て
い
る
。
人
格
権
お
よ
び
氏
名
権
も
含
ま
れ
る
と
解

釈
さ
れ
て
い

22る
。

⑵

第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求

本
条
に
お
け
る
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
と
は
、
そ
の
よ
う
な

知
的
財
産
権
に
基
づ
く
第
三
者
の
権
利
が
物
品
に
存
在
す
る
、
ま
た

は
そ
の
よ
う
な
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
第
三
者
の
請
求
が
物
品
に
つ

い
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
請
求
が
、

権
利
に
基
づ
く
正�

当�

な�

請
求
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
無
権

利
者
の
請
求
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
買
主
が
物
品
を
制
限
な
く
使
用
す
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る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三
者
が
争
い
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
足
り

23る
。

⑶

基
準
国

本
条
に
お
い
て
問
題
と
な
る
国
は
、
す
べ
て
の
国
で
は
な
く
、
以

下
の
基
準
に
よ
っ
て
定
ま
る
国
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
国
の
知
的
財

産
権
に
基
づ
く
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
な�

い�

物
品
を
売
主
は
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

物
品
が
転
売
さ
れ
、
又
は
他
の
方
法
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る

こ
と
を
当
事
者
双
方
が
契
約
の
締
結
時
に
想
定
し
て
い
た
国

（
第
四
二
条
一
項
但
書
⒜
）。
引
渡
地
が
基
準
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
。

イ

そ
の
よ
う
な
国
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
（
第
四
二

条
一
項
但
書
⒜
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
と
き
は
）、
契
約
締
結

時
に
買
主
が
営
業
所
を
有
す
る
国
（
第
四
二
条
一
項
但
書
⒝
）。

買
主
の
営
業
所
が
複
数
存
在
す
る
と
き
は
、
契
約
の
締
結
時

以
前
に
当
事
者
双
方
が
知
り
、
ま
た
は
想
定
し
て
い
た
事
情

を
考
慮
し
て
、
契
約
お
よ
び
そ
の
履
行
に
最
も
密
接
な
関
係

を
有
す
る
営
業
所
の
存
在
す
る
国
（
第
一
〇
条
参
照
）。

⑷

悪
意
ま
た
は
重
過
失

売
主
は
、
工
業
所
有
権
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
に
基
づ
く
第
三
者

の
権
利
ま
た
は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
物
品
を
引
き
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
第
三
者
の
権
利
ま
た

は
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
売
主
自
身
が
契
約
締
結
時

に
知
り
、
又
は
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら
れ

る
（
第
四
二
条
一
項
本
文
）。
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
場

合
と
は
、
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
（
重
過
失
）
が

あ
っ
た
場
合
と
言
い
換
え
て
よ

24い
。

３

免
責

⑴

買
主
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失

売
主
は
、
買
主
が
契
約
締
結
時
に
本
条
一
項
に
規
定
す
る
権
利
ま

た
は
請
求
を
知
り
、
又
は
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
場
合
、

つ
ま
り
、
買
主
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
の
場
合
に
は
、
本
条
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
義
務
を
免
じ
ら
れ
る
（
本
条
二

25

項
⒜
）。
物
の
瑕
疵
に

関
す
る
三
五
条
三
項
に
対
応
す
る
規
定
で
あ

26る
。

⑵

買
主
の
指
定

第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
が
、
買
主
の
提
供
し
た
技
術
的
図
面
、

設
計
、
製
法
そ
の
他
の
指
定
に
売
主
が
従
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

た
場
合
に
も
、
本
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
を
免
じ
ら
れ
る

（
本
条
二
項
⒝
）。
そ
の
よ
う
な
技
術
的
図
面
、
設
計
、
製
法
そ
の
他

の
指
定
に
売
主
が
従
え
ば
、
物
品
が
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の

対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
買
主
が
悪
意
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
買

主
の
主
観
的
事
情
は
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な

27い
。

四
二
―
一

イ
ス
ラ
エ
ル：

最
高
裁
判
所
（Suprem

e
Court

）

一
九
九
三
年
八
月
二

28

二
日
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製
造
業
者
で
あ
る
売
主
Ｙ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
）
が
買
主
Ｘ
（
ベ
ル

ギ
ー
）
に
、
Ｘ
の
注
文
に
応
じ
て
、Levi’s

（
リ
ー
バ
イ
ス
）

し
る
し

ジ
ー
ン
ズ
の
商
標
を
印
に
付
け
た
ブ
ー
ツ
を
製
造
し
て
売
却
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
通
関
に
際
し
て
、
そ
の
印
が

Levi’s
社
の
商
標
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
ブ
ー
ツ
が

没
収
さ
れ
た
。
後
日
、
和
解
の
う
え
印
は
外
さ
れ
、
Ｘ
は
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
で
ブ
ー
ツ
を
大
幅
に
値
引
き
し
て
販
売
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
を

請
求
し
た
。

判
決
は
、「
Ｙ
は
、
物
品
に
第
三
者
の
商
標
権
が
及
ぶ
と
い
う

事
実
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、

Ｘ
は
、
契
約
締
結
時
に
そ
の
事
実
を
知
り
、
又
は
知
ら
な
い
こ
と

は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
Ｘ
自
身
が
商
標
を
含

む
ブ
ー
ツ
の
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
判
示

29

し
た
。

４

効
果

第
四
一
条
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
買
主
は
、
売
主
が
本
条

に
基
づ
く
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
第
四
五
条
一
項
の
規
定

に
従
っ
て
第
四
六
条
か
ら
第
五
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
、
お
よ
び
第
七
四
条
か
ら
第
七
七
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ

て
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

30る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約

の
解
除
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
権
利
の
瑕
疵
が

重
大
な
契
約
違
反
と
な
る
場
合
に
限
ら
れ
る
（
第
四
九
条
一
項
）。

本
条
に
つ
い
て
も
、
第
四
一
条
と
同
様
に
、
第
四
六
条
二
項
・
三

項
の
規
定
の
適
用
は
な
い
の
で
、
第
四
六
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
い

て
、
代
替
品
の
引
渡
し
ま
た
は
物
品
の
修
補
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
31る

。
ま
た
、
同
様
に
、
第
五
〇
条
の
規
定
の
適
用
も
な

32い
。

５

証
明
責
任

第
四
一
条
の
規
定
と
同
じ
く
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
に
つ

い
て
は
、
買
主
が
証
明
責
任
を
負
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
①
契
約
締

結
時
の
売
主
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
（
本
条
一
項
本
文
）、
②
基
準
国

（
本
条
一
項
但
書
⒜
⒝
）
に
つ
い
て
も
、
買
主
が
証
明
責
任
を
負

33う
。

な
お
、
邦
語
訳
で
は
、
②
が
但�

書�

で
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
但
書

は
、
通
常
、
証
明
責
任
の
転
換
を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
は
な
い
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。

買
主
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
（
本
条
二
項
⒜
）、
ま
た
は
買
主
の
指

定
に
売
主
が
従
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
が

生
じ
た
こ
と
（
本
条
二
項
⒝
）
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
証
明
責
任
を

負
34う

。
四
二
―
二

オ
ラ
ン
ダ：

ツ
ヴ
ォ
レ
地
方
裁
判
所
（Rb

Zw
olle

）
一
九
九
五
年
三
月

35

一
日

買
主
Ｘ
（
オ
ラ
ン
ダ
）
が
売
主
Ｙ
（
イ
タ
リ
ア
）
か
ら
一
九
九

一
〜
一
九
九
二
年
秋
冬
用
の
セ
ー
タ
ー
を
購
入
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

Ａ
の
著
作
権
が
問
題
と
な
っ
た
た
め
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
損
害

賠
償
を
請
求
し
た
。

判
決
は
、
契
約
締
結
時
に
Ａ
の
著
作
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
Ｙ
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の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
（
本
条
一
項
本
文
）
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
が

証
明
責
任
を
負
う
、
と
判
示
し
た
。

四

第
四
三
条

１

概
説

⑴

意
義

本
条
は
、
物
の
瑕
疵
に
関
す
る
第
三
九
条
の
規
定
と
同
様
に
、
買

主
に
よ
る
瑕
疵
の
通
知
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
者
の
権
利

ま
た
は
請
求
を
理
由
に
、
売
主
に
対
し
て
第
四
一
条
ま
た
は
四
二
条

の
規
定
に
依
拠
す
る
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
通
知
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

36い
。

第
四
三
条
【
買
主
に
よ
る
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
の
通
知
、
売

主
の
知
っ
て
い
た
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
】

⑴
買
主
は
、
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
を
知
り
、
又
は
知
る
べ
き

で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期
間
内
に
、
売
主
に
対
し
て
そ
の
よ

う
な
権
利
又
は
請
求
の
性
質
を
特
定
し
た
通
知
を
行
わ
な
い
場
合

に
は
、
前
二
条
の
規
定
に
依
拠
す
る
権
利
を
失
う
。

⑵
売
主
は
、
第
三
者
の
権
利
又
は
請
求
及
び
そ
の
性
質
を
知
っ
て

い
た
場
合
に
は
、
⑴
の
規
定
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑵

趣
旨

物
の
瑕
疵
に
お
い
て
は
、
買
主
に
物
品
が
現
実
に
交
付
さ
れ
れ
ば
、

通
常
は
間
も
な
く
瑕
疵
が
判
明
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
権
利
の
瑕

疵
は
、
買
主
に
物
品
が
現
実
に
交
付
さ
れ
て
も
、
間
も
な
く
判
明
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
権
利
の
瑕
疵
に
お
い
て
は
、
物
の
瑕

疵
に
お
け
る
通
知
の
期
間
制
限
（
二
年
間
、
第
三
九
条
二
項
）
を
規

定
せ
ず
、
買
主
の
保
護
を
厚
く
し
て
い
る
の
で
あ

37る
。

２

要
件

⑴

通
知

ア

権
利
ま
た
は
請
求
の
性
質

第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
性
質
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
買
主

は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
ま
た
は
請
求
の
性
質
を
特
定
し
た
通
知
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

38い
。

イ

性
質
を
特
定
し
た
通
知

通
知
の
内
容
は
、
そ
れ
を
受
け
た
売
主
が
、
権
利
の
瑕
疵
に
適
切

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
が
あ
っ
た

と
通
知
す
る
だ
け
で
は
、
特
定
し
た
通
知
と
は
な
ら
な
い
。
少
な
く

と
も
、
第�

三�

者�

を
特
定
し
、
権�

利�

ま�

た�

は�

請�

求�

を
特
定
し
た
う
え
で
、

か
つ
、
第
三
者
が
す
で
に
と
っ
た
措
置
に
関
し
て
買
主
が
知
っ
て
い

る
事
柄
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

39い
。

ウ

通
知
の
方
式

通
知
の
方
式
は
自
由
で
あ
る
。
口
頭
で
足
り
る
。
通
知
の
た
め
に

通
信
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
通
信
が
到
達
し
な
か
っ
た
と
き
で

も
、
本
条
の
規
定
す
る
通
知
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
（
第
二
七
条

40

参
照
）。

ウィーン売買条約における権利の瑕疵
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⑵

合
理
的
な
期
間
内

買
主
は
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
を
知
り
、
又
は
知
る
べ
き

で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期
間
内
に
、
売
主
に
対
し
て
通
知
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
理
的
な
期
間
の
起
算
点
は
、
第
三
者
の

権
利
ま
た
は
請
求
を
知
り
、
又
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
で
あ
り
、

引
渡
時
よ
り
前
に
遡
る
こ
と
は
な

41い
。

合
理
的
な
期
間
は
、
具
体
的
事
案
に
よ
っ
て
異
な
る
。
と
く
に
考

慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
の
種
類
、
お
よ
び

第
三
者
が
す
で
に
と
っ
た
措
置
で
あ

42る
。

物
の
瑕
疵
に
お
け
る
通
知
の
期
間
制
限
（
二
年
間
、
第
三
九
条
二

項
）
に
対
応
す
る
規
定
は
無
い
の
で
、
通
知
は
、
第
三
者
の
権
利
ま

た
は
請
求
を
知
り
、
又
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期

間
内
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
物
品
の
交
付
か
ら
二
年
を
超
え
て
い
て

も
よ

43い
。四

三
―
一

ド
イ
ツ：

連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
二
〇
〇
六

年
一
月
一
一
日
（
四
一
―
一
と

44

同
じ
）

一
九
九
九
年
四
月
二
八
日
、
買
主
Ｘ
（
オ
ラ
ン
ダ
）
が
売
主
Ｙ

（
ド
イ
ツ
）
か
ら
中
古
車
を
三
万
九
〇
〇
〇
マ
ル
ク
で
購
入
し
た
。

中
古
車
は
、
ド
イ
ツ
の
車
検
証
と
と
も
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
一
九

九
九
年
八
月
二
三
日
、
Ｘ
の
下
に
あ
っ
た
中
古
車
は
、
パ
リ
か
ら

の
盗
品
で
あ
る
と
の
疑
い
で
警
察
に
押
収
さ
れ
た
。
一
九
九
九
年

一
〇
月
二
六
日
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
、
中
古
車
が
盗
品
で
あ
る
た

め
に
即
時
取
得
が
認
め
ら
れ
ず
（
ド
イ
ツ
民
法
九
三
五
条
）、
売

買
は
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
代
金
の
返
還
を
請
求
し
た
と
こ

ろ
、
Ｙ
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。
次
に
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
六
日
、

保
険
代
位
に
よ
っ
て
中
古
車
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
主
張
す
る

保
険
会
社
Ａ
は
、
中
古
車
の
返
還
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

Ｘ
が
即
時
取
得
を
主
張
し
た
。
こ
の
Ａ
Ｘ
間
の
訴
訟
は
オ
ラ
ン
ダ

に
お
い
て
係
属
中
で
あ
る
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
四
日
、

Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
、
売
買
代
金
の
返
還
と
、
ド
イ
ツ
で
の
中
古
車

の
受
取
り
・
整
備
・
塗
装
の
費
用
の
償
還
を
求
め
て
訴
え
を
提
起

し
た
。
請
求
は
、
第
一
審
で
は
認
容
さ
れ
た
も
の
の
、
控
訴
審
で

は
逆
に
棄
却
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
上
告
も
棄
却
さ
れ
た
。

判
決
に
お
い
て
は
、
警
察
に
押
収
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
Ｘ

の
Ｙ
に
対
す
る
通
知
が
押
収
を
知
っ
た
時
か
ら
二
箇
月
以
上
経
過

し
、
ま
た
、
Ａ
か
ら
返
還
請
求
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
の
Ｘ
の

Ｙ
に
対
す
る
通
知
も
Ａ
の
請
求
を
知
っ
た
と
き
時
か
ら
約
七
箇
月

経
過
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
を
知

り
、
又
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期
間
内
に
、
売

主
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
権
利
ま
た
は
請
求
の
性
質
を
特
定
し
た

通
知
」
が
怠
ら
れ
た
と
判
断
さ
れ
、
Ｘ
の
第
四
一
条
の
規
定
に
依

拠
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

３

効
果

買
主
が
、
本
条
に
従
っ
た
通
知
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
第
四
一
条

お
よ
び
四
二
条
の
規
定
に
依
拠
す
る
権
利
を
失
う
。
た
だ
し
、
本
条

二
項
お
よ
び
第
四
四
条
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

45い
。
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４

売
主
の
悪
意
に
よ
る
例
外

売
主
が
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
お
よ
び
そ
の
性
質
を
知
っ

て
い
た
場
合
に
は
、
買
主
は
、
本
条
一
項
に
従
っ
た
通
知
を
し
な
く

て
も
、
第
四
一
条
お
よ
び
第
四
二
条
の
規
定
に
依
拠
す
る
権
利
を
失

わ
な
い
（
本
条

46

二
項
）。

こ
こ
で
、
知�

っ�

て�

い�

た�

と
は
、
文
言
ど
お
り
に
悪�

意�

を
意
味
し
、

善
意
無
重
過
失
を
含
ま
な
い
。
こ
の
点
で
、
物
の
瑕
疵
に
関
す
る
第

四
〇
条
の
規
定
と
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
要
す

47る
。

悪
意
の
基
準
時
は
、
買
主
が
、
第
三
者
の
権
利
ま
た
は
請
求
を
知

り
、
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
な
期
間
内
で
あ
る
。

そ
の
合
理
的
期
間
内
に
売
主
自
ら
が
悪
意
に
な
れ
ば
、
買
主
は
通
知

を
し
な
く
て
も
よ
い
。
契
約
締
結
時
や
引
渡
時
が
基
準
と
な
る
の
で

は
な

48い
。

５

証
明
責
任

本
条
一
項
の
規
定
に
従
っ
た
通
知
の
発
信
に
つ
い
て
は
、
買
主
が

証
明
責
任
を
負
う
。
買
主
は
、
通
知
の
到
達
に
つ
い
て
は
証
明
責
任

を
負
わ
な
い
（
第
二
七
条
参
照
）。
売
主
の
悪
意
（
本
条
二
項
）
に
つ

い
て
も
、
買
主
に
有
利
な
事
実
で
あ
る
か
ら
、
買
主
が
証
明
責
任
を

負
う
と
解
釈
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
反
対
説
が

49

る
）。

⑴

Kiene,Sörren
C
:Rechtsm

ängelim
U
N
-K
aufrechtund

das
V
erhältnis

von
A
rt.30

CISG
zu
A
rt.41,43

CISG
Zugleich

A
nm
erkung

zum
U
rteil

des
BGH

vom
11.1.2006

（IH
R

2006,82

）,IH
R
2006,SS.93

―97,S.93.

⑵

本
稿
に
類
似
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、『
注
釈

国
際
統
一
売
買

法
』
第
四
一
条
・
第
四
二
条
〔
山
本
宣
之
〕（
法
律
文
化
社
、
平
一

二
）
三
一
〇
頁
〜
三
二
三
頁
お
よ
び
第
四
三
条
〔
岡
林
伸
幸
〕
三
二

三
頁
〜
三
二
七
頁
を
参
照
し
た
。

⑶

平
成
三
〇
年
民
法
改
正
に
よ
っ
て
「
瑕
疵
」
と
い
う
言
葉
は
民
法
典

か
ら
大
幅
に
削
除
さ
れ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
で
も
「
瑕
疵
」
の

言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
用
語
が
長
く

な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
ま
た
従
来
の
慣
用
に
従
っ
て
、「
契
約

不
適
合
」
の
意
味
で
「
瑕
疵
」
の
語
も
用
い
た
。
な
お
、
物
品
が
契

約
に
適�

合�

、
と
い
う
文
言
は
、
厳
密
に
言
え
ば
本
条
約
上
、
物
の
瑕

疵
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら
れ
、
権
利
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。

⑷

Staudinger／M
agnus:A

rt.41,2018,Rn
10,11.

⑸

最
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
四
日
民
集
二
〇
巻
四
号
六
四
九
頁
。

⑹

我
妻
榮
『
債
権
各
論

中
巻
一
』（
岩
波
書
店
、
昭
三
二
）
二
八
四

頁
以
下
、
二
八
九
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
﹇
第
三
版
﹈
債
権
各
論
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
二
三
）
一
三
五
頁
以
下
、
中
田
裕
康
『
契

約
法
』（
有
斐
閣
、
平
三
〇
）
三
〇
三
頁
、
一
七
頁
。

⑺
Staudinger／M

agnus:A
rt.41,2018,Rn

10,11.
⑻

BeckO
K
BGB／Saenger:51.Ed.1.8.2019,CISG

A
rt.41,Rn

5.

⑼

Staudinger／M
agnus:A

rt.41,2018,Rn
16.

⑽

http:／／cisgw
3.law

.pace.edu／cases／060111g1.htm
l
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⑾
CLO

U
T
N
o.176,http:／／cisgw

3.law
.pace.edu／cases／960206a3.

htm
l

こ
のU

RL

で
は
買
主
と
売
主
の
表
記
が
逆
に
な
っ
て
い
る
箇
所

が
あ
る
の
で
注
意
。

⑿

Staudinger／M
agnus:

A
rt.
41,

2018,
Rn

16;
BeckO

K
BGB／Saenger:51.Ed.1.8.2019,CISG
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